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犯罪者の社会内処遇における最善の実務を求めて
－実証的根拠に基づく実践の定着,RNRモデルとGLモデルの相克を超えて－

ｓ

法務省千葉保護観察所染田患

(要約）

犯罪者処遇分野における実証的根拠(エビデンス）に基づく実践(evidence-ba5edp｢actice

EBP)においては，1990年代以降．①RNRモデル(RiskNeed-Responsivity(RNR)Model)及び

②認知行動療法を中核とする処遇プログラムが重要な役割を果たしてきた。他方，ZOO0年代

に入って，グッド・ライブズ・モデル(Goodlivesmodel(GLM)）から，RNRモデルに対して，

犯罪者処遇の基本哲学を含めた批判が展開され．双方の支持者を巻き込む形で論争は続いて

いる。本稿では，①EBPの意義と批判に対する回答を整理し，②EBPの見地からエビデンスが

集積している犯罪者処遇方法を概観した後，③RNRモデルとGLモデルの基本的枠組み及び議

論の検討並びにRNRモデル活用に係る留意点に触れ，④最後に日本における犯罪者の社会

内処遇充実の方向性及び懸案事項(若年犯罪者，高齢犯罪者,｢安全｣と｢安心｣の乖離現象)への

EBPの見地からの対応について検討した。

キーワード:実証的根拠(エピデンス)に基づく実践，Risk-Need-Re5pon5ivity(RNR)ModeL
Goodlive5modeI(GLM)，高齢犯罪者

療(evidencebasedmedicineEBM)の影響を

受けて，1990年代以降に隆盛となった実証的

根拠に基づく実践(evidencebasedpmctice

EBP)の概念と結合し，現在に至るまで，欧

米を中心に，厳格な基準を満たした実証研究

が積み重ねられてきた'(P1z4)。その結果，研

究デザインや検証方法について厳格な審査

基準を充足した実証研究の系統的レビュー

(systematicrcview,ＳＲ)とそれら複数の研究

を統計的に解析したメタ分析(metaanalysis）

の集積によって，犯罪者処遇が有効であるこ

とは，既に確固たる事実となっている。その

はじめに

犯罪者処遇における最善の実務の探求は，

アメリカで1970年代前半に提起された処遇効

果否定論(nothingworkSMartinson(1974)，

231本の犯罪者処遇プログラムの効果を評価

した文献レビュー)が－つの転機となって，

従来の回顧的(retmspective)研究や比較対象

群を伴わないケース研究から，客観性・科学

性・追試可能性を重視し，客観的・統計的

に処遇方法の有効性(再犯減少効果)を検証す

る研究にシフトが進んだ。その流れは，自

然科学分野における実証的根拠に基づく医
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